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仏再保険会社 SCOR SE への資本参加（持分法適用会社化）について 

 

 

当社は、当社 100%子会社である損害保険ジャパン日本興亜株式会社（以下「損保ジャパン日本興亜」）

を通じて、SCOR SE（本社：フランス、ユーロネクストパリ及びスイス証券取引所上場、Chairman 兼 

CEO：Denis Kessler、以下「スコール社」）株式（発行済株式総数の 7.8％相当（議決権の 8.1%相当））

を、同社筆頭株主である Patinex AG（以下「パティネックス社」）から取得することを決定しました。 

パティネックス社は Martin Ebner 氏が創立した、優れた実績を有するスイスの投資会社で、2007

年以来スコール社の筆頭株主となっています。 

 

１．スコール社への資本参加の理由 

当社はこれまで、分野（リテール・企業）や対象地域を明確にした海外事業拡大の基本方針に沿っ

て規律ある戦略的な投資を実施しており、企業分野においては欧米市場を対象として安定的な収益貢

献を目指しています。 

フランス・パリを本拠地とする欧州法人であるスコール社は、世界有数の再保険会社であり、生命

再保険及び損害再保険の分野でグローバルに事業を展開し、安定的に高い収益性を実現しています。 

当社はこの度、海外保険事業の更なる拡大を図ることを目的として、スコール社への資本参加を決

定しました。 

 

２．資本参加の内容等 

当社は損保ジャパン日本興亜を通じ、関係当局の承認等を前提として、パティネックス社が保有す

るスコール社株式のすべてを取得し、その後、市場からの株式取得等独立した取引を通じて出資比率

を 15%以上に引き上げる予定です。 

あわせて当社は、スコール社の議決権の 15％を取得完了後、取締役 1 名の派遣を提案し、当該取締

役の就任をもってスコール社を当社の持分法適用会社とする予定です。 

 

 

 



３．スコール社の概要 

（１） 名 称 SCOR SE 

（２） 所 在 地 5, avenue Kléber 75795 Paris Cedex 16 France 

（３） 代表者の役職・氏名 Chairman 兼 CEO, Denis Kessler 

（４） 事 業 内 容 再保険業 

（５） 資 本 金 1,512 百万ユーロ（約 2,021 億円） 

（６） 設 立 年 1970 年 

（７） 大株主及び持株比率 

（2014 年 9 月末時点） 

パティネックス社 7.8% 

Tweedy, Browne Company LLC 5.1% 

Alecta Kapitalförvaltning AB 4.2% 

スコール社（自己株式） 3.4% 

Groupe Malakoff 3.1% 

スコール社従業員 2.9% 

Allianz Global Investors Europe GmbH 2.7% 

（８） 上場会社と当該会社 

と の 間 の 関 係 

資 本 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 当社の関係会社と当該会社の関係会社との間

には、再保険取引があります。 

関連当事者へ

の 該 当 状 況

該当事項はありません。 

（９） 当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 

 決算期 2012 年 12 月期 2013 年 12 月期 2014 年 12 月期 

 連 結 純 資 産 4,807 4,980 5,729

 連 結 総 資 産 32,676 34,161 37,166

 １ 株 当 た り 連 結 純 資 産 26.16 26.64 30.60

 グ ロ ス 保 険 料 9,514 10,253 11,316

 連 結 税 引 前 利 益 526 640 675

 連 結 当 期 純 利 益 418 549 512

 １株当たり連結当期純利益 2.28 2.96 2.75

 １ 株 当 た り 配 当 金 1.20 1.30 1.40

 コ ン バ イ ン ド レ シ オ 94.1% 93.9% 91.4%

（注 1）日本円の為替レートは、1 ユーロ＝133.65 円を使用しています。 

（注 2）単位：百万ユーロ（1 株当たり連結純資産、1 株当たり連結当期純利益及び 1 株当たり配当金

はユーロ。） 



（注 3）2014 年 12 月期の 1 株当たり配当金は、2015 年 4 月 30 日の定時株主総会の承認が前提とな

ります。 

 

４．パティネックス社の概要 

（１） 名 称 Patinex AG 

（２） 所 在 地 Egglirain 24, 8832 Wilen, Switzerland 

（３） 代表者の役職・氏名 Chairman, Martin Ebner 

（４） 事 業 内 容 投資業 

（５） 設 立 年 月 日 1988 年 11 月 3 日 

 

５．日程 

（１） 取 締 役 会 決 議 日 2015 年 3 月 6 日 

（２） 契 約 締 結 日 2015 年 3 月 6 日 

 

６．今後の見通し 

本件出資による当社グループの今期業績への影響はありません。スコール社の損益は、同社が持分

法適用会社となる 2016 年度から業績に反映される予定です*。 

*持分法適用会社化が 2016 年 5 月以降となる場合には、当社グループへの業績反映開始の時期が翌年

度以降となる可能性があります。 

以 上 

 

 

 

 

ＳＯＭＰＯホールディングスは当社およびグループの略称です。 


